
 
○食育の観点から次の指導を行っ
ています。 

  ・食事の場として、適切で清潔な環
境を整えよう。 

  ・基本的な食事のマナーを身に付
けよう。 

  ・食事への感謝の気持ちをもとう。 
  ・係活動としての 
給食当番、食事 
の準備、後片づ 
けを安全と清潔 
に配慮し、協力し 
て行おう。 

 
前期課程 
○教科書：書写、道徳、図工、音楽、

家庭科、保健、外国語 
 
○ピクチャーディクショナリー、地図
帳 

 
○書写セット、絵具セット、裁縫セッ
ト、鍵盤ハーモニカ、リコーダー 

 

時間　　　　　　　　　曜日 月 火 水 木 金 時間　　　　　　　　　曜日 月 火 水 木 金

8:05～8:20 朝読書 朝運動 フッ化・読書/NIE 朝運動 ～8:05

8:20～8:30 8:10～8:20

8:30～9:20（9:15～9:20） 8:20～9:10（9:05～9:10）

9:30～10:20（10:15～10:20） 9:20～10:10（10:05～10:10）

10:20～10:35 10:20～11:10（11:05～11:10）

10:35～11:25（11:20～11:25） 11:20～12:10（12:05～12:10）

11:35～12:25（12:20～12:25） 12:10～12:45

12:25～13:00 12:45～13:00

13:00～13:15 昼読書 教室清掃 簡単清掃 教室清掃 縦割り班清掃 12:45～12:55

13:15～13:30 13:00～13:50（13:30～13:45）

13:30～14:20（14:15～14:20） 13:30～14:20（14:15～14:20）

14:20～14:30 14:00～14:50（14:00～14:45）

14:30～15:20（15:15～15:20） 14:50～14:55

15:20～15:30

（　）の５分間は、のびのびタイム （　）の５分間は、のびのびタイム

６　校　時

帰りの会

スクールバス　１便13:00　２便14:00　３便15:10　４便16:00

帰りの会（４時間授業の場合）

４　校　時

給　食　時　間

簡単清掃・昼休み

５　校　時

帰りの会（５時間授業の場合）

日課表（A日課）

朝　の　会

１　校　時

２　校　時

３　校　時

登　　　校

日課表（B日課）

スクールバス　１便13:40　２便14:40　３便16:00　４便18:00（冬期17:30）

帰りの会（６時間授業の日）

朝　の　会

１　校　時

２　校　時

中　休　み

３　校　時

４　校　時

給　食　時　間

昼休み/帰りの会（４時間授業の日～13:25）

５　校　時

帰りの会（５時間授業・クラブ・委員会の日）

６　校　時
※クラブ・委員会の日は14:35～15:30

 

タブレットの使い方 早寝・早起き・朝ごはん 

欠席・遅刻・早退 
 
○教科書・ノート（学級通信を参照） 
○筆記用具（鉛筆５本、赤・青鉛筆１本ずつ、

消しゴム） 
○定規（１５㎝）、三角定規・分度器・コンパス 
は必要な学年。  

○タブレット（iPad） 
○給食セット 

  （はし、ランチマット、エプロン、三角
巾、マスク） 

○ハンカチ・ティッシュ 
○水筒（水・お茶・スポーツドリンク）  
禁止 
★携帯・スマホ・お金 
★その他、勉強に必要ない物 

学校生活のきまり 
 
○次の場合８：０５までに保護者から
連絡をお願いします。 

（樹海学校２７－２３０７） 
 ・欠席 ・遅刻 
 ・早退 ・忌引き 
  
※ 部活動の欠席連絡は児童生徒
本人か保護者の方から連絡を
お願いします。 

 
○学校へのお電話は 
平日 17：00 までにくださいます 
ようご協力をお願いします。 

 
○iPad は貸し出されているもので
す。大切に使いましょう。 
○iPad は学習活動にのみ使用しま
す。 
○毎日持ち帰り、充電は家庭でおこ
ないます。 
○詳細は 
「iPad活用のルール」（保護者用） 
「学習用 iPadのルール」 
（児童生徒用）を 
確認してください。 

持ち物（毎日） 

困ったときは 参観日・保護者面談等 

 
○気持ちのよい元気な挨拶をする。 
○規則正しい学校生活が送れるよう、けじめをもって過ごす。 
○学校生活に関わる様々な時間を守る。 
○周りの人に対して、思いやりのある言動を心がける。 

 
前期課程 次のように指導しています。 
☆髪型・・・清潔な身だしなみをしましょう。 
☆服装・・・学校生活にふさわしい、季節に合わせた服装をしましょう。 

         （体育があるときには、動きやすいようにジャージなど着用） 
  ☆登校したら、バスの下校時間に自分のネームプレートを貼りましょう。 
☆整理整頓や片付けを心がけましょう。 

   ☆自分の持ち物には、名前を書きましょう。 

保健室から 

 
 
 
○朝食を抜くと、頭がさえず体温も
上がらないことがあります。必ず
朝食を食べてからの登校にご協
力をおねがいします。 

 
 
 
○規則正しい生活習慣（早寝早起
き等）を身に付けましょう。学習や
ゲームの時間のルールをご家庭で
きめて、ご家庭での支援願います。 

○感染症対策が必要な状況下では、毎朝
の健康観察をグーグルフォームで行いま
す。７：３０までに保護者の方が入力・送
信してください。 

 
○マチコミメールについて 
・緊急時や行事の中止・順延等は「マチ
コミメール」でお知らせします。  
連絡網はありません。 
・タイムラインや情報設定からは緊急以外
の情報提供となります。 

 
○メディアの過度な視聴は 
長時間にならないよう、 
ご協力ください。 
（ゲーム・YouTube・ 
ネット配信等含む） 

☆参観日 

  ① 4月 11日（木） 

② 7月 19日（金） 

  ③12月 20日（金） 

④ 2月 21日（金） 

☆保護者面談 

  ① 5月 7日（火）～ 9日（木） 

  ② 9月 24日（火）～ 10月 1日（火） 

  ③ 3月 3日（月）～ 5日（水） 

   ※①9年生は 4月 26日（金） 

③は 9年生を除く。 

☆三者面談（9年生） 

   11月 21日（木）～22日（金） 

☆児童生徒教育相談 

① 4月 15日（月）～19日（金） 

  ② 9月  3日（火）～ 6日（金） 

  ③ 2月  3日（月）～ 6日（木） 

〈教育目標〉ふるさと樹海に学び 世界に目を向け行動する人 

〒０７６－０２０３富良野市字老節布５００７番地１ 

℡ ０１６７－２７－２３０７ 

○お子様の学校生活について悩みや不

安、お困りのことがありましたら、まず、学

校にご相談ください。 

○下記の機関では、いじめや不登校など

の学校教育、子育て・しつけなどの家庭

教育に関する悩みなどの相談を行って

います。 

 

◇児童虐待や子育てに関する相談 

・富良野市家庭児童相談室   ３９－２２２３  

・富良野市民生委員児童委員 ３９－２２１１ 

・旭川児童相談所    ０１６６－２３－８１９５ 

 

◇いじめ・不登校に関する相談 

・富良野市適応指導教室     ３９－２３２０ 

・富良野市人権擁護委員     ３９－２３０１ 

・子どもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ 

樹海学校の日課 

 
○休み時間に次の授業の準備をし
ます。 
・移動教室のときは消灯し、イスを
整頓します。 
・３分前には着席します。 
・話している人の顔を見て、話を最
後まで聞きます。 
・名前を呼ばれたら、元気よく返事
をします。 
・忘れ物をした場合は、 
授業が始まる前に担 
当の先生に申し出ます。 

 

           樹海学校ガイド ホームページアドレス https://furano-city-jukai-school.edumap.jp 

 
○次のように指導しています。 
・地域の方や保護者など知り合いに会
ったときは、元気に挨拶しよう。 
・公共施設ではルールを守ろう。 
・遊びに行くとき 
⇒行き先・帰る時刻・遊び相手を
家族に伝えよう。 

⇒ヒグマ出没や不審者情報に気
を付け、明るい内に帰宅しよう。 

⇒気温に応じた服装で出かけよう。 
・見知らぬ人についていかず、何かあ
れば近くの人に助けを求めよう。 
・車に注意し、安全を心がけよう。 
・自転車に乗る時は、ヘルメット装着
を心がけよう。 

 
○理解の速さや得意不得意は皆違うため、家での学習習慣を身に付け、自
分に必要な学習をすることが、学習内容定着と学力向上には不可欠で
す。 
・家庭学習＝宿題＋復習＋自主学習 
・家庭学習時間の目安は、学年×10分＋10分 

   例）３年生 ３×１０分＋１０分＝４０分  
・意欲を高め、効果を上げるため、学校でサポートします。下記の取組を薦
め、学習したものを学校に出すよう、ご家庭での励ましをお願いします。 

 
初等部 １年～４年 【学習し続ける人】 
❶毎日机に向かう ❷宿題と復習をする ❸予習をする(教科書確認) 

 
中等部 ５年～７年 【計画実行する人】 

   上に加え、❹自主学習：自分は、今どんな学習をしたらよいか考え行う 
（❹は、テスト勉強、学びポケット・HPの学習コンテンツ使用、作品制作等） 

時間の管理 

 
○教室での学習が困難な
場合や、保健室で休ん
でも回復が見込めない
場合は、お迎えをお願
いしています。 

 
○登校から下校（部活動
を含む）までのけがは、
日本スポーツ振興セン
ター「災害共済給付制
度」の対象になります。 

 
○アレルギーの個別対応
が必要な場合には、管
理指導表に基づいた個
別の取り組みプランを
作成します。  
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学校に置ける学習道具 

朝ご飯は脳のエネルギー 

家庭学習 授業の準備と受け方 


